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第２回玉名市議会（定例会）提出議題 

議番号 件          名 提案者 

３８ 
専決処分事項の承認について                専決第２号 

令和４年度玉名市一般会計補正予算（第１０号） 
市 長 

３９ 
専決処分事項の承認について                専決第３号 

玉名市税条例の一部を改正する条例の制定について 
市 長 

４０ 
専決処分事項の承認について                専決第４号 

玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 
市 長 

４１ 
専決処分事項の承認について                専決第５号 

玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 
市 長 

４２ 
専決処分事項の承認について                専決第７号 

令和５年度玉名市一般会計補正予算（第１号） 
市 長 

４３ 令和５年度玉名市一般会計補正予算（第２号） 市 長 

４４ 令和５年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 市 長 

４５ 令和５年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 市 長 

４６ 令和５年度玉名市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号） 市 長 

４７ 令和５年度玉名市水道事業会計補正予算（第１号） 市 長 

４８ 令和５年度玉名市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 市 長 

４９ 玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 市 長 

５０ 
玉名市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 
市 長 

５１ 玉名市過疎地域持続的発展計画の変更について 市 長 

５２ 工事請負契約の変更について 市 長 

５３ 工事請負契約の変更について 市 長 

５４ 人権擁護委員候補者の推薦について 市 長 

５５ 人権擁護委員候補者の推薦について 市 長 

５６ 人権擁護委員候補者の推薦について 市 長 

５７ 人権擁護委員候補者の推薦について 市 長 



５８ 人権擁護委員候補者の推薦について 市 長 

５９ 睦合財産区管理委員の選任について 市 長 

６０ 睦合財産区管理委員の選任について 市 長 

６１ 睦合財産区管理委員の選任について 市 長 

６２ 睦合財産区管理委員の選任について 市 長 

６３ 睦合財産区管理委員の選任について 市 長 

６４ 睦合財産区管理委員の選任について 市 長 

報告３ 令和４年度玉名市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 市 長 

４ 令和４年度玉名市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 市 長 

５ 令和４年度玉名市農業集落排水事業会計予算繰越計算書の報告について 市 長 

６ 
令和４年度玉名市農業集落排水事業会計予算事故繰越し繰越計算書の報告に

ついて 
市 長 

７ 一般財団法人玉名市自治振興公社の経営状況を説明する書類について 市 長 

８ 有限会社横島町特産物振興協会の経営状況を説明する書類について 市 長 

９ 専決処分の報告について                  専決第６号 市 長 

１０ 専決処分の報告について                  専決第８号 市 長 
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議第３８号 

 

   専決処分事項の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを議会に報告し、その承認を

求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

専決第２号 

 

   専決処分書 

 

 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第１０号）を定めることについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

玉名市長 藏原 隆浩     
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議第３９号 

 

   専決処分事項の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを議会に報告し、その承認を

求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

専決第３号 

 

   専決処分書 

 

 玉名市税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

玉名市長 藏原 隆浩     
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玉名市税条例の一部を改正する条例 

 

玉名市税条例（平成１７年条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

第３４条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額の

うち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「の

同項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の市民税若しく

は森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若しく

は納入する」に改める。 

第３６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項と

し、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第

３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２

項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の

１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規

定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当

該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規

定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則

で定めるところにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定により記載

すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２

第１項の規定による申告書を提出することができる。 

第３８条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によって」を

「により」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せ

て賦課し、及び徴収する。 

第４１条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の合算

額」に、「によって」を「により」に改める。 

第４４条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び

第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を「には」に、「によ

って」を「により」に改め、同条第３項、第５項及び第６項中「によって」を「に

より」に改める。 

第４６条中「第５号の１５様式」の次に「若しくは第５号の１５の２様式」を加

え、「によって」を「により」に改める。 

第４７条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、
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同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第１７条の２の規定によって」

を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなし

て、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該

市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入する

ことを委託したものとみなす」に改める。 

第４７条の２第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、「及び均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。

以下この条及び第４７条の５において同じ。）」を加え、同条第２項中「によって」

を「により」に改める。 

第４７条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１７条の２の規定に

よって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金

とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものと

し、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は

納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第４８条第１項及び第５項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の４の

２様式」を加える。 

第５０条第１項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の４の２様式」を

加え、同条第２項中「においては」を「には」に改める。 

第８２条第１号エ中「及び側面」を「、側面」に改め、「３輪のもの」の次に「及

び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号

の６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

第９８条第１項及び第５項並びに第１０１条第１項中「第３４号の２の５様式」

の次に「又は第３４号の２の５の２様式」を加える。 

附則第８条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第１０条中「、第６３条又は第６４条」を「又は第６３条」に、「、第６３条

若しくは第６４条」を「若しくは第６３条」に改める。 

附則第１０条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条第３項中「附

則第１５条第１５項」を「附則第１５条第１４項」に改め、同条第４項中「附則第

１５条第２２項」を「附則第１５条第２１項」に改め、同条第５項中「附則第１５

条第２３項第１号」を「附則第１５条第２２項第１号」に改め、同条第６項中「附

則第１５条第２３項第２号」を「附則第１５条第２２項第２号」に改め、同条第７

項中「附則第１５条第２３項第３号」を「附則第１５条第２２項第３号」に改め、

同条第８項中「附則第１５条第２４項第１号」を「附則第１５条第２３項第１号」

に改め、同条第９項中「附則第１５条第２４項第２号」を「附則第１５条第２３項

第２号」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２６項第１号イ」を「附則第１
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５条第２５項第１号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２６項第１号ロ」

を「附則第１５条第２５項第１号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２

６項第１号ハ」を「附則第１５条第２５項第１号ハ」に改め、同条第１３項中「附

則第１５条第２６項第１号ニ」を「附則第１５条第２５項第１号ニ」に改め、同条

第１４項中「附則第１５条第２６項第２号イ」を「附則第１５条第２５項第２号イ」

に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２６項第２号ロ」を「附則第１５条第２

５項第２号ロ」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２６項第２号ハ」を「附

則第１５条第２５項第２号ハ」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第２６項第

３号イ」を「附則第１５条第２５項第３号イ」に改め、同条第１８項中「附則第１

５条第２６項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同条第１９

項中「附則第１５条第２６項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改

め、同条第２０項中「附則第１５条第２９項」を「附則第１５条第２８項」に改め、

同条第２１項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３２項」に改め、同

条第２２項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同条

第２３項中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同条第

２４項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同条第２

５項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４３項」に改め、同条第２７

項中「附則第６４条」を「附則第１５条の９の３第１項」に、「零」を「３分の１」

に改める。 

附則第１０条の３第１３項を同条第１４項とし、同条第１２項中「附則第７条第

１３項」を「附則第７条第１７項」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１１

項の次に次の１項を加える。 

１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所有に

係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンショ

ンに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

⑷ 当該工事が完了した年月日 

⑸ 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合には、

３月以内に提出することができなかった理由 

附則第１０条の４第２項中「令和３年度分及び令和４年度分」を「令和５年度分

及び令和６年度分」に改める。 
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附則第１０条の５を削る。 

附則第１５条の２を削る。 

附則第１５条の２の２第４項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改め、

同条を附則第１５条の２とする。 

附則第１５条の６第３項を削る。 

附則第１６条第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第２項中「令和２年

４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日から令和８年３月３

１日まで」に、「令和３年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年

度の翌年度分」に改め、同条第３項から第６項までを削り、同条第７項中「附則第

３０条第７項」を「附則第３０条第３項」に、「のガソリン軽自動車」を「の法第４

４６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガ

ソリン軽自動車」という。）」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日

から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度

分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和８年３月

３１日」に、「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度

の翌年度分」に、「第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア（イ）中「３，９００円」

とあるのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）ａ中「６，９００円」とあるのは「３，

５００円」」に改め、同項を同条第３項とし、同条第８項中「附則第３０条第８項」

を「附則第３０条第４項」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日か

ら令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分

の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和７年３月３

１日」に、「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分」に、「第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア（イ）中「３，９００円」と

あるのは「３，０００円」と、同号ア（ウ）ａ中「６，９００円」とあるのは「５，

２００円」」に改め、同項を同条第４項とする。 

附則第１６条の２第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第３項中「１０

０分の１０」を「１００分の３５」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和５年度」を「令和８年度」に改める。 

附則第２５条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。」

を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 
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⑴ 第８２条第１号エの改正規定及び附則第４条第１項の規定（この条例による

改正後の玉名市税条例（以下「新条例」という。）附則第１６条の２第３項に係

る部分を除く。） 令和５年７月１日 

⑵ 第３４条の９第２項並びに第３８条の見出し及び同条第１項の改正規定、同

条に１項を加える改正規定並びに第４１条、第４４条、第４７条、第４７条の

２及び第４７条の６の改正規定並びに附則第１５条の２の２の改正規定（同条

第４項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改める部分に限る。）及び

附則第１６条の２第３項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第４条第１項

（新条例附則第１６条の２第３項に係る部分に限る。）及び第３項の規定 令和

６年１月１日 

⑶ 第３６条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の玉名市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、

令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受け

るべき玉名市税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項におい

て「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書について適

用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書

については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令

和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項において「適

用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）

附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者

等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）

をした同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」とい

う。）（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リー

ス取引」という。）に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を

行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象

資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対

象資産を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 
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第４条 新条例第８２条第１号エ及び附則第１６条の２第３項の規定は、令和６年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自

動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得されたこの条例

による改正前の玉名市税条例附則第１５条の２及び第１５条の６第３項に規定す

る３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお

従前の例による。 

３ 新条例附則第１５条の２第４項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施

行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境

性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する

軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１６条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

について適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前

の例による。 
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議第４０号 

 

   専決処分事項の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを議会に報告し、その承認を

求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

専決第４号 

 

   専決処分書 

 

 玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

玉名市長 藏原 隆浩     
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玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

玉名市都市計画税条例（平成１７年条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１５項」を「附則第１５条第１

４項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３

２項」に改める。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３

３項」に改める。 

附則第７項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第３

８項」に改める。 

附則第８項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４

３項」に改める。 

附則第１９項中「第１０項、第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、

第２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若しくは第

４４項」を「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、

第２７項、第３１項から第３５項まで、第３８項、第３９項、第４３項若しくは第

４６項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の玉名市都市計画税条例（以

下「新条例」という。）の規定は、令和５年度以後の年度分の都市計画税について

適用し、令和４年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部

を改正する法律（令和５年法律第１８号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行

の日の前日までの間における新条例附則第１９項の規定の適用については、同項

中「、第４３項若しくは第４６項」とあるのは、「若しくは第４３項」とする。 
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議第４１号 

 

   専決処分事項の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを議会に報告し、その承認を

求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

専決第５号 

 

   専決処分書 

 

 玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。 

 

  令和５年３月３１日 

 

玉名市長 藏原 隆浩     
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玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

玉名市国民健康保険税条例（平成１８年条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

第２５条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第２号中「２８万５，

０００円」を「２９万円」に改め、同項第３号中「５２万円」を「５３万５，００

０円」に改める。 

第２５条の２中「第２６条の２」を「第２６条の２第１項」に改める。 

第２６条の２第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明す

る書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定するものをい

う。）」に改める。 

附則第６項中「第２５条第１項」を「第２５条」に、「同項」を「同条第１項」に

改める。 

附則第７項、第８項、第１０項から第１３項まで、第１６項及び第１７項中「第

２５条第１項の」を「第２５条の」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の玉名市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 
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議第４２号 

 

   専決処分事項の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを議会に報告し、その承認を

求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

専決第７号 

 

   専決処分書 

 

 令和５年度玉名市一般会計補正予算（第１号）を定めることについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分する。 

 

  令和５年４月２０日 

 

玉名市長 藏原 隆浩     
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議第４９号 

 

   玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

   玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 玉名市附属機関の設置等に関する条例（平成２７年条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表教育委員会の部玉名市立中学校部活動地域移行検討委員会の項中「１０人以

内」を「２０人以内」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由  玉名市立中学校部活動地域移行検討委員会の委員の定数を変更するた

め、条例の整備を図るものである。 
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議第５０号 

 

   玉名市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

 玉名市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

   玉名市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 玉名市重度心身障害者医療費助成に関する条例（平成１７年条例第９３号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第５号中「負担すべき額。」を「負担すべき額（他の法令等により国又は

地方公共団体の負担により給付される公費負担医療がある場合は、その額を控除し

た額）」に改め、同号ただし書及びアからウまでを削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉名市重度心身障害

者医療費助成に関する条例の規定は、令和５年４月１日以後に行われた診療に係る

医療費について適用する。 

 

 

提案理由  熊本県重度心身障がい者医療費助成事業費補助金交付要領の一部改正

に伴い、条例の整備を図るものである。 
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議第５１号 

 

   玉名市過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

 玉名市過疎地域持続的発展計画を別紙のように変更する。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

 

提案理由  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１

９号）第８条第１０項において準用する同条第１項の規定により議会の

議決を経る必要があるため。 
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議第５２号 

 

   工事請負契約の変更について 

 

 令和５年３月２３日議決の工事請負契約の締結についての一部を次のとおり変更

するものとする。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

１ 工 事 名  玉名漁港（滑石地区）しゅんせつ工事 

２ 契 約 金 額  （変更前）１５６，７５０，０００円 

          （変更後）１５８，３０４，４５５円 

３ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

４ 契約の相手方  玉名市大浜町２１６３番地４ 

          株式会社マルコ建設 

          代表取締役 大野 羊逸 

 

 

提案理由  公共工事設計労務単価の特例措置の適用等に伴い工事請負契約の契約

金額を変更するため、議決事件の変更を行うものである。 
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議第５３号 

 

   工事請負契約の変更について 

 

 令和５年３月２３日議決の工事請負契約の締結についての一部を次のとおり変更

するものとする。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

１ 工 事 名  大正開漁港（新港部分）しゅんせつ工事 

２ 契 約 金 額  （変更前）２１０，１００，０００円 

          （変更後）２１１，９１６，７６７円 

３ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

４ 契約の相手方  玉名市岱明町西照寺８６５番地 

          興亜建設工業株式会社 玉名支店 

          支店長 松原 和英 

 

 

提案理由  公共工事設計労務単価の特例措置の適用等に伴い工事請負契約の契約

金額を変更するため、議決事件の変更を行うものである。 
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議第５４号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

１             

久
ひさ

田
だ

 史
ふみ

枝
え

               

 

２ 略 歴 

   学 歴 

昭和５６年 ３月               

  

   経 歴 

 昭和５６年 ４月                           

 昭和６０年 ７月                           

 令和 ４年 ４月                         

 令和 ４年１０月                           

 

 

提案理由  人権擁護委員阪口心志氏が、本年９月３０日に任期満了のため。 
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議第５５号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

１              

芦
あし

村
むら

 伸
しん

也
や

                

 

２ 略 歴 

   学 歴 

昭和５７年 ３月              

  

   経 歴 

 昭和５７年 ４月               

 平成１６年 ４月               

 平成２２年 ４月               

 平成２８年 ４月               

 令和 ２年 ３月               

 令和 ２年１０月                 

 

 

提案理由  人権擁護委員芦村伸也氏が、本年９月３０日に任期満了のため。 
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議第５６号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

１                

緒
お

方
がた

 眞
さな

美
み

                

 

２ 略 歴 

   学 歴 

昭和５５年 ３月                   

  

   経 歴 

 昭和５５年 ４月           

 令和 ２年 ３月           

 

 

提案理由  人権擁護委員濱﨑順子氏が、本年９月３０日に任期満了のため。 



- 22 - 

議第５７号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

１                

寺
てら

岡
おか

 和
かず

夫
お

                

 

２ 略 歴 

   学 歴 

昭和４４年 ３月                  

  

   経 歴 

 昭和４４年 ４月                 

 平成１５年 ３月                 

平成１６年 ６月                   

平成２０年 ５月                   

平成２６年１０月                 

 

 

提案理由  人権擁護委員寺岡和夫氏が、本年９月３０日に任期満了のため。 



- 23 - 

議第５８号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

１                 

笠
りゅう

 哲
てつ

郎
ろう

                 

 

２ 略 歴 

   学 歴 

昭和５８年 ３月              

  

   経 歴 

 昭和５８年 ４月               

 平成１４年 ４月                

平成２２年 ３月                

平成２２年 ４月                      

平成２４年 ４月                             

平成２６年１０月                 

 

 

提案理由  人権擁護委員笠哲郎氏が、本年９月３０日に任期満了のため。 



- 24 - 

議第５９号 

 

   睦合財産区管理委員の選任について 

 

 睦合財産区管理委員に次の者を選任したいので、玉名市睦合財産区管理会条例（平

成１７年条例第７５号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

                

   前
まえ

川
かわ

 三
みつ

樹
き

                 

 

 

提案理由  睦合財産区管理委員植田寛大氏が、本年６月３０日に任期満了のため。 



 

- 25 - 

議第６０号 

 

   睦合財産区管理委員の選任について 

 

 睦合財産区管理委員に次の者を選任したいので、玉名市睦合財産区管理会条例（平

成１７年条例第７５号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

                 

   西
にし

村
むら

 澄
すみ

雄
お

                 

 

 

提案理由  睦合財産区管理委員木村昌治氏が、本年６月３０日に任期満了のため。 



 

- 26 - 

議第６１号 

 

   睦合財産区管理委員の選任について 

 

 睦合財産区管理委員に次の者を選任したいので、玉名市睦合財産区管理会条例（平

成１７年条例第７５号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

                

   山
やま

本
もと

 治
はる

夫
お

                

 

 

提案理由  睦合財産区管理委員立石昭和氏が、本年６月３０日に任期満了のため。 



- 27 - 

議第６２号 

 

   睦合財産区管理委員の選任について 

 

 睦合財産区管理委員に次の者を選任したいので、玉名市睦合財産区管理会条例（平

成１７年条例第７５号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

              

   坂
さか

口
ぐち

 
くに

利
とし

                 

 

 

提案理由  睦合財産区管理委員枝尾順治氏が、本年６月３０日に任期満了のため。 



- 28 - 

議第６３号 

 

   睦合財産区管理委員の選任について 

 

 睦合財産区管理委員に次の者を選任したいので、玉名市睦合財産区管理会条例（平

成１７年条例第７５号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

                

   松
まつ

野
の

 眞
しん

治
じ

                

 

 

提案理由  睦合財産区管理委員䭾田範郎氏が、本年６月３０日に任期満了のため。 



- 29 - 

議第６４号 

 

   睦合財産区管理委員の選任について 

 

 睦合財産区管理委員に次の者を選任したいので、玉名市睦合財産区管理会条例（平

成１７年条例第７５号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

               

   中
なか

原
はら

 忠
ただ

士
し

                

 

 

提案理由  睦合財産区管理委員荒木英利氏が、本年６月３０日に任期満了のため。 



 

- 30 - 

報告第３号 

 

   令和４年度玉名市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、

繰越明許費に係る歳出予算を翌年度に繰り越したので、繰越計算書を調製し報告す

る。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 



左
の

財
源

内
訳

未
収

入
特

定
財

源

国
庫

支
出

金
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

２
総

務
費

１
総

務
管

理
費

市
有

財
産

管
理

事
業

3
,4

5
8
,0

0
0

3
,4

5
7
,3

3
3

3
,4

5
7
,3

3
3

１
社

会
福

祉
費

介
護

施
設

整
備

事
業

1
3
,9

8
1
,0

0
0

1
3
,9

8
1
,0

0
0

1
3
,9

8
1
,0

0
0

２
児

童
福

祉
費

保
育

所
等

送
迎

用
バ

ス
安

全
装

置
設

置
補

助
金

2
,7

0
0
,0

0
0

2
,7

0
0
,0

0
0

2
,7

0
0
,0

0
0

４
衛

生
費

１
保

健
衛

生
費

出
産

・
子

育
て

応
援

事
業

5
8
,0

0
0
,0

0
0

3
5
,4

1
3
,4

1
7

4
,7

0
8
,0

0
0

1
9
,8

4
2
,0

0
0

4
,9

6
0
,0

0
0

5
,9

0
3
,4

1
7

果
樹

総
合

対
策

事
業

2
,5

2
6
,0

0
0

2
,5

2
6
,0

0
0

2
,5

0
0
,0

0
0

2
6
,0

0
0

農
地

利
用

効
率

化
等

支
援

交
付

金
事

業
2
,3

5
6
,0

0
0

2
,3

5
6
,0

0
0

2
,3

5
6
,0

0
0

土
地

改
良

事
業

1
4
,5

0
0
,0

0
0

6
,0

7
2
,0

0
0

4
,5

0
0
,0

0
0

1
,5

7
2
,0

0
0

団
体

営
農

業
農

村
整

備
事

業
（
農

業
水

路
等

長
寿

命
化

・
防

災
減

災
型

）
6
6
,3

1
6
,0

0
0

5
8
,4

9
1
,0

0
0

4
2
,4

7
0
,0

0
0

1
1
,0

0
0
,0

0
0

5
,0

2
1
,0

0
0

３
水

産
業

費
水

産
物

供
給

基
盤

機
能

保
全

事
業

8
4
9
,0

0
0

8
4
8
,3

8
8

4
2
4
,1

9
4

4
2
4
,1

9
4

７
商

工
費

１
商

工
費

岱
明

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

及
び

磯
の

里
集

約
設

計
業

務
7
4
6
,0

0
0

7
4
6
,0

0
0

7
4
6
,0

0
0

道
路

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

サ
イ

ク
ル

事
業

（
舗

装
）

2
5
,0

0
0
,0

0
0

2
5
,0

0
0
,0

0
0

1
0
,1

0
0
,0

0
0

9
,9

0
0
,0

0
0

5
,0

0
0
,0

0
0

橋
り

ょ
う

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

サ
イ

ク
ル

事
業

2
0
,0

0
0
,0

0
0

3
,2

1
5
,0

0
0

1
,7

8
4
,0

0
0

1
,2

0
0
,0

0
0

2
3
1
,0

0
0

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
及

び
景

観
計

画
見

直
し

業
務

3
6
3
,0

0
0

3
6
3
,0

0
0

3
6
3
,0

0
0

公
園

施
設

長
寿

命
化

計
画

策
定

事
業

2
7
,1

0
0
,0

0
0

2
7
,1

0
0
,0

0
0

1
3
,3

3
2
,0

0
0

1
3
,7

6
8
,0

0
0

１
教

育
総

務
費

感
染

症
流

行
下

に
お

け
る

学
校

教
育

活
動

体
制

整
備

事
業

2
2
,0

5
0
,0

0
0

2
2
,0

5
0
,0

0
0

1
1
,0

2
5
,0

0
0

1
1
,0

2
5
,0

0
0

２
小

学
校

費
小

学
校

ス
ク

ー
ル

バ
ス

安
全

装
置

設
置

事
業

1
,0

8
0
,0

0
0

1
,0

8
0
,0

0
0

1
,0

8
0
,0

0
0

６
保

健
体

育
費

天
水

グ
ラ

ウ
ン

ド
法

面
整

備
事

業
3
3
,1

5
9
,0

0
0

3
3
,1

5
9
,0

0
0

3
3
,1

0
0
,0

0
0

5
9
,0

0
0

１
１

災
害

復
旧

費
５

文
教

施
設

災
害

復
旧

費
永

安
寺

東
古

墳
・
永

安
寺

西
古

墳
災

害
復

旧
事

業
5
,4

6
0
,0

0
0

5
,2

4
9
,2

0
9

3
,8

2
2
,0

0
0

1
,4

2
7
,2

0
9

2
9
9
,6

4
4
,0

0
0

2
4
3
,8

0
7
,3

4
7

4
,7

0
8
,0

0
0

7
7
,6

6
6
,0

0
0

5
0
,2

1
0
,1

9
4

6
2
,2

0
0
,0

0
0

0
4
9
,0

2
3
,1

5
3

合
　

　
計

１
０

教
育

費

８
土

木
費

２
道

路
橋

り
ょ

う
費

５
都

市
計

画
費

３
民

生
費

６
農

林
水

産
業

費
１

農
業

費

令
和

４
年

度
玉

名
市

一
般

会
計

予
算

繰
越

明
許

費
繰

越
計

算
書

（
 単

位
：
円

 ）

款
項

事
　

　
業

　
　

名
金

　
額

翌
年

度
繰

越
額

既
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

- 31 -



- 32 - 

報告第４号 

 

   令和４年度玉名市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、建

設改良費の予算繰越計算書を次のとおり報告する。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 



（
単
位
：
円
）

令
和
４
年
度
玉
名
市
公
共
下
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
　
業
　
　
名

予
算
計
上
額

支
払
義
務
発
生
額

翌
年
度
繰
越
額

左
の
財
源
内
訳

不 用 額

翌
年
度
繰

越
額
に
係

る
繰
越
し

を
要
す
る

た
な
卸
資

産
の
購
入

限
度
額

説
　
　
明

１
　
資
本
的
支
出

１
　
建
設
改
良
費

公
共
下
水
道
事
業

6
2
2
,6
8
6
,0
0
0

4
7
8
,4
8
6
,0
0
0

1
4
4
,2
0
0
,0
0
0

0
0

関
係
機
関
と
の
協

議
に
不
測
の
日

数
を
要
し
た
た

め
。

国
庫
補
助
金
7
2
,1
0
0
,0
0
0

公
共
下
水
道
事
業
債

6
8
,4
0
0
,0
0
0

損
益
勘
定
留
保
資
金

3
,7
0
0
,0
0
0

- 33 -



- 34 - 

報告第５号 

 

   令和４年度玉名市農業集落排水事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、建

設改良費の予算繰越計算書を次のとおり報告する。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 



（
単
位
：
円
）

関
係
機
関
と
の
協

議
に
不
測
の
日

数
を
要
し
た
た

め
。

県
補
助
金

3
0
,7
2
4
,5
2
5

農
業
集
落
排
水
事
業
債

3
0
,3
0
0
,0
0
0

損
益
勘
定
留
保
資
金
4
3
9
,4
7
5

翌
年
度
繰

越
額
に
係

る
繰
越
し

を
要
す
る

た
な
卸
資

産
の
購
入

限
度
額

説
　
　
明

１
　
資
本
的
支
出

１
　
建
設
改
良
費
農
業
集
落
排
水
事
業

1
1
4
,7
1
1
,0
0
0

5
3
,2
4
7
,0
0
0

6
1
,4
6
4
,0
0
0

0
0

令
和
４
年
度
玉
名
市
農
業
集
落
排
水
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
　
業
　
　
名

予
算
計
上
額

支
払
義
務
発
生
額

翌
年
度
繰
越
額

左
の
財
源
内
訳

不 用 額

- 35 -



- 36 - 

報告第６号 

 

   令和４年度玉名市農業集落排水事業会計予算事故繰越し繰越計算書の報告に

ついて 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、事

故繰越し繰越計算書を次のとおり報告する。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 



（
単
位
：
円
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大

に
よ
る
影
響
に
伴

い
、
資
材
の
調
達

困
難
等
に
よ
り
事

業
を
中
断
せ
ざ
る

を
得
な
い
期
間
が

発
生
し
、
年
度
内

の
事
業
の
完
了

が
不
可
能
と
な
っ

た
た
め
。

県
補
助
金

2
9
,8
6
0
,5
0
0

農
業
集
落
排
水
事
業
債

2
9
,5
0
0
,0
0
0

損
益
勘
定
留
保
資
金
3
6
0
,5
0
0

翌
年
度
繰

越
額
に
係

る
繰
越
し

を
要
す
る

た
な
卸
資

産
の
購
入

限
度
額

説
　
　
明

１
　
資
本
的
支
出

１
　
建
設
改
良
費
農
業
集
落
排
水
事
業

7
9
,1
7
2
,9
0
0

1
9
,4
5
1
,9
0
0

5
9
,7
2
1
,0
0
0

0
0

令
和
４
年
度
玉
名
市
農
業
集
落
排
水
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方
公
営
企
業
法
第
２
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報告第７号 

 

   一般財団法人玉名市自治振興公社の経営状況を説明する書類について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、一

般財団法人玉名市自治振興公社の経営状況を説明する書類を別紙のとおり提出する。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     
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報告第８号 

 

   有限会社横島町特産物振興協会の経営状況を説明する書類について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、有

限会社横島町特産物振興協会の経営状況を説明する書類を別紙のとおり提出する。 

 

  令和５年６月５日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     
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報告第９号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分

した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

                                      

  令和５年６月５日 提 出 

                                      

玉名市長 藏原 隆浩     

                                      

１ 専 決 番 号  専決第６号（令和５年４月７日専決） 

             

２ 損害賠償の相手方  熊本市西区田崎町４８４番地 

            熊青西九州青果株式会社 

            代表取締役 西村 公孝 

             

３ 損 害 賠 償 額  ２４０，９００円                

                                      

４ 和 解 事 項  当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外にお

いて、一切の異議及び請求の申立てを行わない。     

                                      

５ 事 故 の 概 要  令和５年１月２０日午後０時５０分頃、市道斉藤線（玉

名市天水町尾田１６６６番付近）において、熊青西九州青

果株式会社所有の中型自動車が、側溝の蓋の上を走行した

際、蓋が跳ね上がり、車両底部のガソリンタンクが破損し

たものである。 
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報告第１０号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分

した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

                                      

  令和５年６月５日 提 出 

                                      

玉名市長 藏原 隆浩     

                                      

１ 専 決 番 号  専決第８号（令和５年４月２０日専決） 

             

２ 損害賠償の相手方                 

                  

             

３ 損 害 賠 償 額  １９０，４００円                

                                      

４ 和 解 事 項  当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外にお

いて、一切の異議及び請求の申立てを行わない。     

                                      

５ 事 故 の 概 要  令和５年２月２２日午前１１時５０分頃、県道長洲玉名

線（玉名市岱明町大野下１０７３番付近）において、市職

員が運転する公用車が、    氏所有の軽自動車と接触

し、右後ドア等を破損させたものである。 



 


